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経
済
産
業
委
員
会
）

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
廃
止
期

限
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
）
の
到
来
に
伴
い
、
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
が

行
う
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
に
規
定
す
る
排
出
削
減
単
位
の
取
得
に
通
ず
る
行
動
に
参
加
す

る
こ
と
等
の
業
務
に
係
る
同
法
の
規
定
を
削
除
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


